
                  
 
 履修登録期間は、9 月 27 日(火)～10 月 1７日(月)17:00 までの期間で、各学部の指定された日に行ってください。 

（今後も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、履修登録期間が変更となる可能性がありますので、今後の掲示・HP を確認してください。） 
期間外に登録することは出来ません。また、学部指定の履修登録一覧（提出用）にもあわせて記入してください。 
集中講義も期間内に登録してください。未登録の場合は、履修・受験しても無効です。 

 集中講義期間や教室は変更する場合があります。必ず定期的に、掲示・ＨＰを確認して下さい。掲示等未確認による特例措置はありません。 
 原則、教職科目は卒業要件に入りません。詳細は所属学部の教務担当係にお問い合わせください。  
 この表に記載する授業科目は、学部学生対象の時間割です。大学院生は、課程認定を受けている学部の研究科に所属していることのほか、研究科により受講資格が異なりますので、

まず、所属研究科の教務担当係にお問い合わせください。（Web での履修登録はできません。） 
 この表に記載する授業科目の開講期間が、各学部の臨時休業期間の場合も、特段の周知が無い限り、記載のとおり開講します。 

 新型コロナウイルス感染症拡大により授業形態が変更となる場合は、掲示・HP・Beef 等でお知らせします。 

 Q コード開講の教職科目は、取消期間を過ぎての取消はできません。必ず取消期間中に取り消してください。 

 講義日程が 1 日でも重複している場合、授業実施方法が遠隔であっても、複数の科目を同時に履修することはできません。どれか一つご自身で選んで履修してください。 
              

      
 
【クォーター開講科目】（科目名の末尾に 1 若しくは 2 の記載がある科目） 

同科目名１・2 の両方を修得しなければ教職に関する科目の単位とはなりません。 
平成 30 年度以前入学者は一部科目を除いて読替が行われますので、別紙（「教職に関する科目」読替一覧）を確認の上、対応科目を履修してください。 

【教職実践演習（中・高）】 
４年次で、教育実習を終えている学生若しくは後期教育実習に参加予定の学生のみ履修可能です。 
平成 22 年度以降入学生が対象の授業科目です。 
平成 21 年度以前の入学生や大学院生も履修が必要な場合がありますので、個別に所属学部の教務担当係にて確認してください。 

【英語科教育論】 

   入学年度により、履修方法が異なりますので注意してください。 

平成 23 年度~26 年度入学者は、ⅠからⅣまでのうち２科目を履修してください。 

平成 27 年度以降入学者は、Ⅰ又はⅡから１科目、Ⅲ又はⅣから１科目の計２科目を履修してください。 

平成 29 年度以降入学者は、Ａ及びＢ～Ｄのうち１科目（２単位）を履修してください。（高校免許の場合はＡのみで可） 

※平成 28 年度以前入学者は読替となりますので対応表を確認の上履修してください。 
【商船科教育論】 

開講期間等は、海事科学部教務係にお問い合わせください。 
 

※ 教室欄の「文」は文学部、「鶴甲 1」は鶴甲第一キャンパス、「鶴甲 2」は鶴甲第二キャンパスの学舎を示します。  
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